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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 プ ロ セ ッ サ の 制 御 下 に あ る 透 析 機 械 で あ っ て 、 該 機 械 は 、 以 下 ：
　 使 い 捨 て の 医 療 用 流 体 カ セ ッ ト を 受 容 す る よ う に 構 成 さ れ た 起 動 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 該

は 、 可 撓 性 の 膜 を 備 え 、 該 カ セ ッ ト は 、 医 療 用 流 体 を 受 容 す る よ う に
配 置 さ れ て い る 、 起 動 ユ ニ ッ ト 、
を 備 え ；
　 該 起 動 ユ ニ ッ ト お よ び 該 プ ロ セ ッ サ は ：
　 第 一 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 カ セ ッ ト の 該 膜 の 外 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 外
側 表 面 に 対 す る 該 正 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ う に 作 動 可 能 で あ り ； そ し て
　 第 二 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 カ セ ッ ト の 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 内
側 表 面 に 対 す る 該 正 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ う に 作 動 可 能 で あ る 、
透 析 機 械 。
【 請 求 項 ２ 】
　 正 圧 が 、 前 記 第 一 の 試 験 と 第 二 の 試 験 と の う ち の 少 な く と も １ つ に お い て 、 空 気 力 供 給
源 ま た は 機 械 的 デ バ イ ス を 介 し て 提 供 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 空 気 力 供 給 源 に 位 置 し 、 前 記 正 圧 の 減 衰 を 感 知 す る た め の セ ン サ を 備 え る 、 請 求 項
２ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 二 の 一 体 性 試 験 に お け る 前 記 正 圧 が 、 前 記 カ セ ッ ト の 少 な く と も 一 部 分 に 付 与 さ
れ 、 該 一 部 分 が 、 ポ ン プ 送 達 部 分 、 弁 部 分 、 ポ ー ト 部 分 お よ び 流 部 分 か ら な る 群 よ り 選
択 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 一 の 一 体 性 試 験 に お け る 前 記 正 圧 が 、 前 記 膜 の 前 記 外 側 表 面 の 第 一 の 部 分 に 付 与
さ れ 、 そ し て 負 圧 が 、 該 膜 の 該 外 側 表 面 の 第 二 の 部 分 に 付 与 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透
析 機 械 。
【 請 求 項 ６ 】

医 療 用 流 体 カ セ ッ ト

路



　 前 記 第 二 の 一 体 性 試 験 に お け る 正 圧 が 、 前 記 膜 の 前 記 内 側 表 面 の 第 一 の 部 分 に 付 与 さ れ
、 そ し て 負 圧 が 、 該 膜 の 該 内 側 表 面 の 第 二 の 部 分 に 付 与 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機
械 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 二 の 一 体 性 試 験 が 、 第 一 の 試 験 で あ り 、 該 第 一 の 試 験 に お い て 、 圧 力 が 、 前 記 カ
セ ッ ト の 前 記 膜 の 内 側 表 面 に 付 与 さ れ 、 そ し て 圧 力 の 減 衰 が 測 定 さ れ 、 そ し て 該 第 二 の 一
体 性 試 験 は 、 少 な く と も １ つ の さ ら な る 一 体 性 試 験 を 包 含 し 、 該 さ ら な る 一 体 性 試 験 に お
い て 、 正 圧 と 負 圧 と の う ち の 少 な く と も 一 方 が 、 該 カ セ ッ ト の 該 膜 の 内 側 表 面 に 付 与 さ れ
、 そ し て 正 圧 の 減 衰 と 負 圧 の 減 衰 と の う ち の 少 な く と も 一 方 が 、 測 定 さ れ る 、 請 求 項 １ に
記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 二 の 試 験 が 、 前 記 第 一 の 試 験 の 後 に 行 わ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 ９ 】
　 関 連 す る 圧 力 の 減 衰 が 、 予 め 設 定 さ れ た 範 囲 に 従 わ な い 場 合 、 前 記 第 一 の 試 験 と 第 二 の
試 験 と の う ち の 少 な く と も 一 方 が 、 警 告 を 誘 発 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 膜 の 内 側 表 面 と 外 側 表 面 と に 対 す る 正 圧 を 発 生 さ せ る た め に 、 同 一 の 圧 力 源 が 使 用
さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 透 析 機 械 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 プ ロ セ ッ サ の 制 御 下 に あ る 透 析 機 械 で あ っ て 、 該 機 械 は 、 以 下 ：
　 　 使 い 捨 て の 医 療 用 流 体 カ セ ッ ト を 受 容 す る よ う に 構 成 さ れ た 起 動
ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 該 カ セ ッ ト は 、

該 カ セ ッ ト は 、 医 療 用 流 体 を 受 容 す る よ う に 配 置 さ れ て い る 、 起
動 ユ ニ ッ ト 、
を 備 え ； そ し て
　 該 起 動 ユ ニ ッ ト お よ び 該 プ ロ セ ッ サ は ：

透 析 機 械 。
【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】
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プ ロ セ ッ サ を 有 す る
可 撓 性 の 膜 、 お よ び 該 膜 に よ っ て 覆 わ れ る ２ つ の ポ ン

プ 送 達 チ ャ ン バ を 備 え 、

　 第 一 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 カ セ ッ ト の 第 一 の ポ ン プ 送 達 チ ャ ン バ と 第 二 の ポ ン プ 送
達 チ ャ ン バ と に わ た っ て 、 該 膜 の 外 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 起 動 ユ ニ ッ ト の 複 数
の 弁 ア ク チ ュ エ ー タ を 覆 う 被 覆 材 料 に 負 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧 の 減 衰 を
測 定 す る よ う に 作 動 可 能 で あ り ；
　 第 二 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 二 の 流 路 部 分 に わ た っ て 膜
の 内 側 表 面 に 負 圧 を 付 与 し な が ら 、 該 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 一 の 流 路 部 分 に わ た
っ て 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ う に
作 動 可 能 で あ り ；
　 第 三 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 四 の 流 路 部 分 に わ た っ て
該 膜 の 内 側 表 面 に 負 圧 を 付 与 し な が ら 、 該 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 三 の 流 路 部 分 に
わ た っ て 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ
う に 作 動 可 能 で あ り ； そ し て
　 第 四 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 六 の 流 路 部 分 に わ た っ て
該 膜 の 内 側 表 面 に 負 圧 を 付 与 し な が ら 、 該 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 五 の 流 路 部 分 に
わ た っ て 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ
う に 作 動 可 能 で あ る 、

　 前 記 機 械 が 、 さ ら に 、
　 第 五 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 前 記 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 八 の 流 路 部 分 に わ た っ
て 前 記 膜 の 内 側 表 面 に 負 圧 を 付 与 し な が ら 、 前 記 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 七 の 流 路
部 分 に わ た っ て 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 す る よ う に 作 動 可 能 で あ る 、
請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。



【 請 求 項 １ ４ 】

【 請 求 項 １ ５ 】

【 請 求 項 １ ６ 】

【 請 求 項 １ ７ 】

【 請 求 項 １ ８ 】

【 請 求 項 １ ９ 】

【 請 求 項 ２ ０ 】

【 請 求 項 ２ １ 】

【 請 求 項 ２ ２ 】

【 請 求 項 ２ ３ 】

【 請 求 項 ２ ４ 】
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　 前 記 機 械 が 、 さ ら に 、
　 第 六 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 前 記 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ な
ら び に 第 九 の 流 体 流 路 部 分 に わ た っ て 前 記 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 の
減 衰 を 測 定 す る よ う に 作 動 可 能 で あ る 、
請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 機 械 は 、 前 記 第 六 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 前 記 起 動 ユ ニ ッ ト の 複 数 の 弁 ア ク チ ュ エ
ー タ を 覆 う 被 覆 材 料 に わ た っ て 負 圧 を 同 時 に 提 供 す る よ う に さ ら に 作 動 可 能 で あ る 、 請 求
項 １ ３ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 第 二 の 一 体 性 試 験 、 第 三 の 一 体 性 試 験 、 第 四 の 一 体 性 試 験 お よ び 第 五 の 一 体 性 試 験
の う ち の 少 な く と も １ つ に お い て 、 前 記 第 二 の チ ャ ン バ 内 の 正 圧 が 、 大 気 圧 よ り 高 い 圧 力
で あ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 流 体 流 路 部 分 の 全 て が 、 先 端 保 護 具 を 有 し 、 そ し て 前 記 起 動 ユ ニ ッ ト が 、 該 先 端 保
護 具 が 適 所 に あ る 状 態 で 前 記 一 体 性 試 験 を 実 施 す る よ う に 作 動 可 能 で あ る 、 請 求 項 １ ２ に
記 載 の 透 析 機 械 。

　 各 流 体 流 路 が 、 ク ラ ン プ を さ ら に 備 え 、 そ し て 前 記 起 動 ユ ニ ッ ト が 、 １ つ の ク ラ ン プ を
除 い て 全 て の ク ラ ン プ が 閉 じ て い る 状 態 で 、 前 記 一 体 性 試 験 を 実 施 す る よ う に 作 動 可 能 で
あ る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 起 動 ユ ニ ッ ト が 、 前 記 正 圧 の 減 衰 を 感 知 す る た め の セ ン サ を さ ら に 備 え る 、 請 求 項
１ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 第 二 の 試 験 が 、 前 記 第 一 の 試 験 の 後 に 行 わ れ る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 関 連 す る 圧 力 の 減 衰 が 、 予 め 設 定 さ れ た 範 囲 に 従 わ な い 場 合 、 前 記 一 体 性 試 験 の う ち の
少 な く と も １ つ が 、 警 告 を 誘 発 す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 膜 の 内 側 表 面 と 外 側 表 面 と に 対 す る 正 圧 を 発 生 さ せ る た め に 、 同 一 の 圧 力 源 が 使 用
さ れ る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 一 体 性 試 験 が 、 前 記 流 路 部 分 に 接 続 さ れ た 溶 液 バ ッ グ が な い 状 態 で 実 施 さ れ る 、 請
求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 一 体 性 試 験 の 間 に 前 記 カ セ ッ ト に お い て 漏 出 が 存 在 す る 場 合 、 正 圧 を 有 す る 空 気 が
、 負 圧 を 有 す る 該 カ セ ッ ト の 部 分 内 に 漏 出 す る 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 プ ロ セ ッ サ の 制 御 下 に あ る 透 析 機 械 で あ っ て 、 該 機 械 は 、 以 下 ：
　 　 使 い 捨 て の 医 療 用 流 体 カ セ ッ ト を 受 容 す る よ う に 構 成 さ れ た プ ロ セ ッ サ を 有 す る 起 動
ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 該 カ セ ッ ト は 、 可 撓 性 の 膜 、 お よ び 該 膜 に よ っ て 覆 わ れ る ２ つ の ポ ン
プ 送 達 チ ャ ン バ を 備 え 、 該 カ セ ッ ト は 、 医 療 用 流 体 を 受 容 す る よ う に 配 置 さ れ て い る 、 起
動 ユ ニ ッ ト 、
を 備 え ； そ し て
　 該 起 動 ユ ニ ッ ト お よ び 該 プ ロ セ ッ サ は ：
　 第 一 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 該 カ セ ッ ト の 第 一 の ポ ン プ 送 達 チ ャ ン バ と 第 二 の ポ ン プ 送
達 チ ャ ン バ と に わ た っ て 、 該 膜 の 外 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 起 動 ユ ニ ッ ト の 複 数
の 弁 ア ク チ ュ エ ー タ を 覆 う 被 覆 材 料 に わ た っ て 負 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧
の 減 衰 を 測 定 す る よ う に 作 動 可 能 で あ り ； そ し て
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　 第 二 の 一 体 性 試 験 に お い て 、 第 一 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 二 の 流 路 部 分 に わ た っ て 該
膜 の 内 側 表 面 に 負 圧 を 付 与 し な が ら 、 該 第 二 の ポ ン プ チ ャ ン バ お よ び 第 一 の 流 路 部 分 に わ
た っ て 該 膜 の 内 側 表 面 に 正 圧 を 提 供 し 、 そ し て 該 正 圧 お よ び 該 負 圧 の 減 衰 を 測 定 す る よ う
に 作 動 可 能 で あ る 、
透 析 機 械 。

　 前 記 一 体 性 試 験 の 間 に 漏 出 が 検 出 さ れ る 場 合 、 警 告 を 送 信 す る よ う に 前 記 透 析 機 械 が 構
成 さ れ て い る 、 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 透 析 機 械 。

　 前 記 一 体 性 試 験 が 、 前 記 流 路 部 分 に 接 続 さ れ た 溶 液 バ ッ グ が な い 状 態 で 実 施 さ れ る 、 請
求 項 ２ ４ に 記 載 の 透 析 機 械 。
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